
 

 

 

 

緊急地震速報（予報）の利活用の進展と課題 
 

 

緊急地震速報（予報）の利活用実態を把握するため、気象庁では昨年度、予

報の利活用実態調査を実施した。その結果、首都圏では4割以上の個人が何ら

かの手段で予報を入手するなど、予報の利活用が広がっている状況であること

が分かった。（資料P2参照） 

 

本年 8月 1日に１観測点の観測値による緊急地震速報（予報）（以下、「1

点検知予報」という。）でマグニチュード9.1、最大予測震度7という予報を

発表した。この予報（推定震源要素を用いた事業者の予報）がスマートフォン

のアプリ等を通じて広く一般の利用者へ配信されたことや、キャンセル報が発

出されず、一部の鉄道の運行に影響を与えたこと等により、マスコミ等で大き

く取り上げられた。（資料P3～6参照） 

 

この件を受けて、気象庁は配信事業者や鉄道事業者に予報利活用の実態に関

する調査を実施するとともに1点検知予報の利活用における留意事項等につい

て確認・周知した。 

 

また、本年10月20日にはノイズによる震動検知により、一時的に推定震源

が大きくずれた緊急地震速報（予報）を発表した。この際、推定震源が深かっ

たため、気象庁では予測震度を報じていないが、この震源要素に基づいて計算

した予想震度を報じた事業者もあり、一部で混乱が見受けられた。（資料 P7

参照） 

 

これら予報の利活用に伴う問題が社会的に大きく取り上げられることとな

った背景には、技術的改善の必要性、及びリスクも含めた予報の特性等に関す

る利用者への周知不足もあると考えられる。 

 

今後も一般ユーザーを含めて予報の利活用が進むことが予想される。気象庁

では、技術的改善を進めるとともに予報事業者に対して利用ガイドラインの推

奨事項を踏まえた緊急地震速報の提供を行うよう継続的に周知徹底を図る。ま

た、一般の利用者の緊急地震速報に関する理解度の向上のために継続的な周知

啓発を進めていく。 
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「緊急地震速報評価・改善検討会」（第8回）

資料1 



予報の入手割合（昨年度の予報利活用実態調査から）

平成27年度に実施した予報の利活用実態調査において、一般の方へ予報を
入手しているかどうか聞いたところ、以下の結果が得られた。

■40％以上の人が個人で何らかの手段により予報を入手している
■予報を受けている手段で最も多いのは「スマホ・タブレットのアプリ」
■予想震度や猶予時間は思ったよりも認知されていない
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入手している



８月１日に発表した緊急地震速報（予報）誤情報について

①８月１日17時09分に、千葉県富津市付近を中心にＭ9.1、最大震度７を予測
した予報を発表（１点検知データでの予報）。
その後２点目で揺れが観測されず、約15秒後にキャンセル報を発表。

②同日17時12分頃に、千葉県富津市付近で最大震度５弱程度以上を予測した
予報を発表（１点検知データでの予報）。キャンセル報は発表せず。

いずれも、実際に地震は発生していない。
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発表事実

※１：最大震度５弱程度以上
※２：最大震度７程度以上
※３：最大震度７程度以上

※１：最大震度５弱程度以上

 ①の詳細

 ②の詳細



８月１日に発表した緊急地震速報（予報）誤情報について

①千葉県富津観測点(KiK-net)の電源部故障により、地震計(加速度センサー)
の出力データに急激な変化が生じたため。(雷災等の影響の可能性が考えられるが、特定は困難)

②予報発表原因：誤った検知時刻(３分前)のデータが入電したため。
キャンセル報未発表原因：予報発表打切り時間(３分)が経過したことにより、
直ちに処理を終了したため。
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原因

対処策

①同様の電源部を持つKiK-net15地点(右図)の
利用を停止（以下②実施までの間）

②緊急地震速報発表システムに以下の対策を導入
(年内を目途に実施)
・地震学的にありえない大きさの振幅値を除外
・地震学的に考えられるＭの上限値を設け、
過大な震度予測をしない

・誤った検知時刻のデータを除外するため、
活用するデータの時刻管理を厳格化

③緊急地震速報の提供事業者に対して、利用ガイド
ラインの周知徹底を実施

（事業者との意見交換会、文書通知、HP掲載等）

周知
文書

利用停止
地点



【その１】
ノイズにより、最大変位振幅が地震波検
知後3～4秒後に約10mとなった

緊急地震速報発表システムに導入予定の対策

問題

【その２】
観測点１点で決定した震源のMが地震波検
知後3～4秒でM9.0以上と推定された

【地震学的解釈】
• Mの大きな地震ほど破壊終了
までに時間を要する

地震学的にありえない振幅値を除外 １点震源時のＭに上限を設ける

対策 破壊継続時間とマグニチュードのスケーリング則（宇津（1984））

3.25.0log  MT

最大変位振幅とその発現時刻との関係
1点検知と2点検知の時刻差と、それを継続時間と
仮定した場合にスケーリング則から得られるM

2点検知までの時間は15秒以内に99％以上

過去のA電文や既
往最大規模の地震
波形例において、
変位振幅は1.0mを
超えない
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富津のノイズに
よる変位振幅

M7.0

M9.1

1点震源時点において、M9.1の場合と、
M7.0とした場合の警報発表領域の比較



８月１日の反響
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予報配信アプリ等で広範囲に震度７の予想が配信されたり、鉄道に遅延等が
生じたこともあり、SNS等での反響も大きく様々なニュースで取り上げられた

Twitter勢い順
ランキング

ネット記事



10月20日の千葉県北東部の地震における緊急地震速報（予報）

・10月20日11時49分頃に千葉県北東部を震源とするＭ5.3(速報値)の地震が発生し、茨城県及び
千葉県で最大震度４の揺れを観測。

・この地震に伴い、緊急地震速報(予報)を計11報発表。
・そのうち第３報では、震源の推定位置と規模が大きくずれ、三重県南東沖(深さ360km)、Ｍ7.2
と推定して発表。

・深さが360kmであったため、第３報で気象庁は予測震度を報じていない(※)が、予想震度を計算
して報じた事業者もあった。
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発表事実

 予報の詳細

第３報

1～2報

4～5報

6～11報

この地震の直前に気象庁の足利観測点（栃木県内）でノイズによる震動を検知し、この観測データと
千葉県北東部の地震による観測データを一つの地震として処理したため。

第３報で震源の推定位置と規模が大きくずれた原因

※推定震源が150kmより深い場合は、正確な震度分布を予想できないため、
気象庁では緊急地震速報（予報）において、予想震度は発表せず、緊急地
震速報（警報）も発表しません。



今後に向けて
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 技術的な改善
・IPF法の導入
・地震学的にありえない大きさの振幅値の除外
・地震学的に考えられるＭの上限値の設定
・活用データの時刻管理の厳格化

 ガイドラインの周知徹底
・様々な機会を通じて、緊急地震速報の提供事業者に対して、ガイドラインの
周知徹底を実施
（事業者との意見交換会、文書通知、ホームページへの掲載等）

※詳細は、別添の参考資料（ガイドライン抜粋版）を参照

 予報利活用のための普及啓発活動
・各種イベントの開催や、ホームページ・リーフレットの活用
・訓練実施の積極的な働きかけ など

①100ガル超え・1観測点のデータについて
通常は、複数観測点のデータに基づく予報で制御、放送、報知を行うことを推奨

②深発地震の予報について
制御、放送、報知に用いないことを推奨

③キャンセル報の扱い
制御等の準備の早期解除や、既に実行した制御の解除に利用することを推奨

警報と予報の違い、予報を利用するうえでの留意点、予報の利点、入手手段など


